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耐
震
診
断
員
を
派
遣
し
、
木
造
住
宅
の
耐

震
診
断
を
無
料
で
行
い
ま
す
。

希
望
者
に
は
、
耐
震
改
修
に
係
る
概
算
費

用
も
算
出
し
ま
す
。

【
対
象
住
宅
】

次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
市
内
の
住
宅

①
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
し
、

完
成
し
て
い
る
も
の

②
延
べ
面
積
の
半
分
以
上
が
住
宅
用
に
な
っ

て
い
る
も
の

③
階
数
が
２
階
以
下
か
つ
延
べ
面
積
３
０
０

㎡
以
下
の
も
の

④
木
造
軸
組
工
法
の
も
の(

枠
組
壁
工
法
、

丸
太
組
工
法
等
で
な
い
も
の)

【
対
象
者
】

対
象
と
な
る
住
宅
を
所
有
す
る
人

【
診
断
内
容
】

県
に
登
録
し
て
い
る
耐
震
診
断
員
が
、
主

に
目
視
で
診
断
し
ま
す
。

耐
震
診
断
の
結
果
、
上
部
構
造
評
点
が
0.7

未
満
の
場
合
に
は
、
耐
震
改
修
の
概
算
費
用

の
算
出
を
行
い
ま
す
。(

希
望
者
の
み)

【
予
定
棟
数
】

20
棟
程
度(

先
着
順) 

【
申
込
期
間
】

６
月
１
日(

金)

～
７
月
31
日(

火)

【
申
込
方
法
】

所
定
の
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
次
の
書
類
を
添
え
て
直
接
ま
た
は
郵
送

で
下
記
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

(

添
付
書
類)

○
付
近
見
取
図

○
建
築
物
の
建
築
時
期
・
延
べ
面
積
の
わ
か

る
書
類(

確
認
通
知
書
・
固
定
資
産
税
課

税
明
細
書
等
・
建
物
の
登
記
簿
の
い
ず
れ

か
の
写
し)

※
申
込
用
紙
は
担
当
課
に
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

市
内
で
は
、
柳
ヶ
瀬
・
関
ヶ
原
断
層
帯
を

筆
頭
に
、
各
活
断
層
に
よ
る
地
震
被
害
が
危

惧
さ
れ
て
い
ま
す
。
　

建
築
基
準
法
の
耐
震
基
準
が
改
正
さ
れ
た

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前(

旧
基
準)

に
着
工

さ
れ
た
建
築
物
は
、
現
行
の
耐
震
基
準
を
満

た
さ
な
い
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

過
去
の
地
震
被
害
調
査
の
結
果
か
ら
、
旧

基
準
の
木
造
住
宅
の
倒
壊
率
は
、
現
行
の
基

準
の
木
造
住
宅
よ
り
高
い
こ
と
か
ら
、
ご
自

宅
の
木
造
住
宅
の
耐
震
性
能
を
知
り
必
要
な

備
え
を
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

提
出
先

開
発
建
築
指
導
課
〈
本
庁
舎
２
階
〉

〒
５
２
６
ー
８
５
０
１

八
幡
東
町
６
３
２

耐
震
診
断
の
結
果
、
倒
壊
の
可
能
性
が
高
い

と
さ
れ
た
木
造
住
宅
の
耐
震
改
修
工
事
に
対

し
、
そ
の
費
用
を
一
部
補
助
し
ま
す
。

ま
た
、
耐
震
工
事
と
併
せ
て
行
う
地
震
避
難

時
の
一
助
と
な
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
費

も
補
助
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

【
対
象
住
宅
】

次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
市
内
の
住
宅

①
耐
震
診
断
の
結
果
、
総
合
評
点
が
0.7
未
満

と
さ
れ
た
も
の

②
市
が
行
う
「
無
料
耐
震
診
断
」(

上
記
参
照)

の
対
象
と
な
る
も
の

【
対
象
者
】

対
象
と
な
る
住
宅
を
所
有
し
、
次
の
要
件
を

満
た
す
人

①
市
税
等
の
滞
納
が
な
い
人

②
対
象
工
事
に
つ
い
て
、
国
・
県
・
市
の
他
の

制
度
に
よ
る
補
助
を
受
け
て
い
な
い
人

【
申
込
期
間
】(

事
業
予
算
内
で
先
着
順)

６
月
１
日(

金)

～
７
月
31
日(
火)

【
申
込
方
法
】

事
業
の
着
工
前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
み
時
に
必
要
な
設
計
図
・
見
積
書
等
の

書
類
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
の
で
、
必
ず
事
前

に
相
談
く
だ
さ
い
。

※
補
助
を
受
け
る
に
は
、
滋
賀
県
講
習
会
修
了

者
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
設
計
者
・
施
工

者
に
依
頼
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
　

※
平
成
25
年
に
耐
震
改
修
促
進
法
の
一
部
が
改

正
さ
れ
、
住
宅
等
に
つ
い
て
も
耐
震
診
断
お

よ
び
必
要
に
応
じ
た
耐
震
改
修
の
努
力
義
務

の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

■問
開
発
建
築
指
導
課(

☎�
６
５
ー
６
５
４
３
）

無
料
で
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
が
受
け
ら
れ
ま
す

■問
開
発
建
築
指
導
課(

☎�
６
５
ー
６
５
４
３
）

木
造
住
宅
の
耐
震
改
修
等
工
事
に
補
助
し
ま
す

市
内
の
既
存
建
築
物
に
施
工
さ
れ
て
い
る
吹

き
付
け
建
材
の
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
分
析
調
査
の

費
用
を
補
助
し
ま
す
。

こ
れ
は
ア
ス
ベ
ス
ト
を
含
有
す
る
民
間
建
築

物
の
把
握
と
そ
の
除
去
を
促
進
し
、
市
民
の
生

活
環
境
の
保
全
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実

施
す
る
も
の
で
す
。

【
申
込
期
間
】(

事
業
予
算
内
で
先
着
順)

６
月
１
日(

金)

～
９
月
28
日(

金)

詳
し
く
は
、
担
当
課
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ

さ
い
。 ■問

開
発
建
築
指
導
課(

☎�
６
５
ー
６
５
４
３
）

ア
ス
ベ
ス
ト
の
含
有
分
析
調
査
に
補
助
し
ま
す

市役所内で行われた会議について、
その内容を概略でお知らせします。
詳しくはホームページまで。

会議名など 内　容

市政の動き (３月16日〜４月15日)

環境基本計画策定委員会の委員長を選出しました。また、
第２次長浜市環境基本計画策定に向けたアンケート調査結
果、基礎調査報告、計画骨子案について事務局から説明を
受け、質疑応答および意見交換を行いました。

地域おこし協力隊メンバーから観音の里長浜プロジェクト
の発表を受けました。また、長浜市歴史文化基本構想(骨
格方針)について事務局から説明を受け、観音文化の今後
の保存伝承について意見交換を行いました。

第２次長浜市環境基本計画策定に向けたアンケート調査結
果、基礎調査報告、計画骨子案について事務局から説明を
受け、質疑応答および意見交換を行いました。

平成29年度の長浜市公共施設等総合管理計画の進行管理お
よびこれからの公共施設マネジメント推進体制について事
務局から説明を受け、質疑応答および意見交換を行いまし
た。

長浜市の子育て支援について事務局から説明を受け、質疑
応答を行いました。

平成30年度国民健康保険料率(案)、特別会計歳入歳出予算
(案)、事業計画(案)について事務局から説明を受け、質疑
応答の後、承認しました。　　

３月16日(金)
長浜市環境審議会小委員会・環境基本計画策定委員会
担当課：環境保全課(☎�６５−６５１３)

３月16日(金)
第12回観音文化ネットワーク会議
担当課：総合政策課(☎�６５−６５０５)

３月27日(火)
第３回長浜市子ども・子育て支援推進協議会
担当課：子育て支援課(☎�６５−６５１４)

３月27日(火)
第３回長浜市公共施設マネジメント推進委員会
担当課：行政経営改革課(☎�６５−６７０２)

３月22日(木)
長浜市環境審議会
担当課：環境保全課(☎�６５−６５１３)

３月28日(水)
長浜市国民健康保険運営協議会
担当課：保険医療課(☎�６５−６５１２)

５月の長浜市民献血デーにご協力ください
５月12日(土)　西友長浜楽市店
【受付時間】 10時〜11時45分　 13時〜15時30分　※400ml献血をお願いします。
※詳しくは、滋賀県赤十字血液センターホームページでご覧ください。
（https://www.bs.jrc.or.jp/kk/shiga/）

■問健康推進課(☎�６５ー７７７９）

■問
市
民
活
躍
課(

☎�
６
５
ー
８
７
１
１
）

青
年
使
節
団
員
を
募
集
し
ま
す

姉
妹
都
市
の
ド
イ
ツ
・
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
市
へ
派
遣
す
る

「
長
浜
市
青
年
使
節
団
」
の
団
員
を
募
集
し
ま
す
。

滞
在
中
は
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
行
う
な
ど
、
交
流
を
通
じ
て

国
際
交
流
・
異
文
化
理
解
を
深
め
ま
す
。

【
派
遣
期
間
】
９
月
８
日(

土)

〜
18
日(

火)

【
応
募
資
格
】
４
月
１
日
現
在
、
満
18
歳
以
上
30
歳
未
満
の

市
内
在
住
者
で
、
健
康
で
協
調
性
が
あ
り
、
団

体
行
動
が
で
き
る
人
。
ま
た
、
必
要
最
低
限
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力(

英
語
ま
た
は
ド
イ
ツ

語)

が
あ
る
人
。

【
定
　
　
員
】
８
人(

申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選)

【
応
募
締
切
】
５
月
31
日(

木)

必
着

【
参
加
費
】
一
人
あ
た
り
約
26
万
６
千
円(

う
ち
、
市
よ
り

10
万
円
を
上
限
に
支
給
し
ま
す
。
参
加
費
は
変

動
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す)

【
応
募
方
法
】
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
郵
送
、
メ

ー
ル
ま
た
は
直
接
担
当
課
ま
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。
申
込
用
紙
は
担
当
課
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
未
成
年
者
の
参
加
は
、
保
護
者
の
同
意
が
必
要
で
す
。

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
・
応
募
先

〒
５
２
６
ー
８
５
０
１
　
八
幡
東
町
６
３
２

市
民
活
躍
課
〈
本
庁
舎
３
階
〉

☎
６
５
ー
８
７
１
１

✉katsu
yaku

@
city.n

agah
am

a.lg.jp


